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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
道路橋のコンクリート床版の道路の中心軸横断方向の端面を、曲線を連続した鉛直曲面に
よって構成し、
その表面は摩擦に対する抵抗が大きくなく、コンクリートの摩耗とともに摩耗してゆくＦ
ＲＰの鉛直曲面で構成し、
ＦＲＰ板の鉛直曲面の背面には控え板を突出し、
控え板はコンクリートの内部に配置した、
道路橋の継手の構造。
【請求項２】
道路橋のコンクリート床版の道路の中心軸横断方向の端面を、曲線を連続した鉛直曲面に
よって構成し、
その表面は摩擦に対する抵抗が大きくなく、コンクリートの摩耗とともに摩耗してゆくＦ
ＲＰの鉛直曲面で構成し、
その表面のＦＲＰ製の鉛直曲面には、水平方向に鉛直曲面から突出した状態の係合溝を連
続して形成し、
ひとつのコンクリート床版を隣接するコンクリート床版と端面を対向して設置した場合に
、
一方の鉛直曲面の係合溝と他方の鉛直曲面の係合溝は、相互に対向する位置に配置でき、
両側の係合溝の内部に断面Ｖ字形の止水ゴムの折り返し端部を嵌合し得るように構成した
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、
道路橋の継手の構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、道路橋の継手の構造に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　コンクリート床版で構成した道路橋は、コンクリートの伸縮を吸収するために継手部に
間隔を設けてある。　
　しかしその間隔から雨水などが落下しては不都合なので、落下しないような工夫を施し
てある。
　例えば図６に示すように、床版コンクリートａの端面の鋼製の端面板ｂの間の継手部ｃ
に伸縮性の膜ｄを取り付けたり、シール材を充填して構成している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許３４４２３６２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　前記したような従来の道路橋の継手の構造にあっては、次のような問題点がある。
【０００５】
　まず、継手部の端面板ｂを鋼製の板材で構成したことによる問題は以下の通りである。
＜１＞　継手の端面板ｂが鋼製の板材であるために大きい耐摩耗性を備えている。
＜２＞　一方、コンクリート版ａの路面やその上の舗装面はタイヤの通過、打撃で摩耗し
やすい。
＜３＞　そのために、摩耗しにくい鋼製の端面板ｂと、コンクリートａとの間に、図７に
示すように、摩耗の結果による段差が生じてしまう。
＜４＞　すると、先に摩耗したり破損したコンクリートａと、摩耗の遅れる鋼製の端面板
ｂとの段差で、端面板ｂが突出した状態となり、その端面板ｂの側面に、通行する自動車
のタイヤが乗り上げてジャンプして落下する。その繰り返しの衝撃によってコンクリート
ａが損傷を受け続ける。
＜５＞　その繰り返しの打撃によって、コンクリートａが損傷を受けると、コンクリート
ａの摩耗部分に雨水が溜まり、溜まった水が端面板ｂとの隙間から浸入して、端面板ｂを
錆びさせる結果となる。
＜６＞　特に凍結防止のために塩を散布する地域では、塩分がコンクリートａと鋼製の端
面板ｂとの隙間に浸入して鋼材の腐食を早める。
【０００６】
　次に継手部の止水の問題は次の通りである。
＜１＞　従来の継手の止水は、継手間に充填した膨張材や、図６に示すように両者間に張
り渡した伸縮膜ｄによって行っている。
＜２＞　この伸縮膜ｄが破損した場合に、交換する必要があるが、破損した膜ｄの撤去と
新たな膜ｄの取り付けを行う際に、わずか数ｃｍの狭い継ぎ目の隙間から行なわなければ
ならず、非常に困難な作業であり、信頼性の低いものだった。
＜３＞　さらに伸縮膜ｄの両端部を、鉛直な端面板ｄに取り付けているだけであるから、
冬季にコンクリートａが収縮して継手部ｃの間隔が開くと、剥離しやすい構造であった。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記のような課題を解決する本発明の道路橋の継手の構造は、道路橋のコンクリート床
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版の道路の中心軸横断方向の端面を、曲線を連続した鉛直曲面によって構成し、その表面
は摩擦に対する抵抗が大きくなく、コンクリートの摩耗とともに摩耗してゆくＦＲＰの鉛
直曲面で構成し、ＦＲＰ板の鉛直曲面の背面には控え板を突出し、控え板はコンクリート
の内部に配置したものである。
　また本発明の道路橋の継手の構造は、道路橋のコンクリート床版の道路の中心軸横断方
向の端面を、曲線を連続した鉛直曲面によって構成し、その表面は摩擦に対する抵抗が大
きくなく、コンクリートの摩耗とともに摩耗してゆくＦＲＰの鉛直曲面で構成し、その表
面のＦＲＰ製の鉛直曲面には、水平方向に鉛直曲面から突出した状態の係合溝を連続して
形成し、ひとつのコンクリート床版を隣接するコンクリート床版と端面を対向して設置し
た場合に、一方の鉛直曲面の係合溝と他方の鉛直曲面の係合溝は、相互に対向する位置に
配置でき、両側の係合溝の内部に断面Ｖ字形の止水ゴムの折り返し端部を嵌合し得るよう
に構成したものである。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明の道路橋の継手の構造は以上説明したようになるから次のような効果を得ること
ができる。
　まずＦＲＰ板を使用したための効果は次の通りである。
＜１＞　ＦＲＰ製の鉛直曲面は、摩擦に対する抵抗が大きくないから、コンクリートの摩
耗とともに摩耗してゆき、鋼板のように突出することがない。
＜２＞　そのためにコンクリートとの一体化が維持され、隙間が生じたり、その隙間に雨
水や塩水が浸入することがない。
＜３＞　鋼板と異なって塩水によっても腐食することがない。
＜４＞　軽量であるから、設置作業、交換作業が容易である。
【０００９】
　また係合溝を設けたための効果は次の通りである。
＜１＞　わずか数ｃｍの狭い隙間からの止水帯の撤去も嵌合も、すべて鉛直方向の作業で
あるから、作業が容易であり、嵌合後の信頼性が高い。
＜２＞　係合溝が鉛直方向に形成してあるから、冬季に鉛直面間の間隔が開いた場合にも
止水帯が鉛直面から剥離することがない。
＜３＞　したがって長期にわたって継手部分における止水性について、高い信頼性を維持
できる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の道路橋の継手の構造の全体の説明図。
【図２】鉛直曲面の実施例の背面から見た説明図。
【図３】継手の部分の断面図。
【図４】継手の部分の平面図。
【図５】コンクリートともに曲面を構成するＦＲＰ板も摩耗する状態の説明図。
【図６】従来の継手の止水構造の一例の説明図。
【図７】従来の鋼製の継手とコンクリートの摩耗状態の説明図。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下図面を参照にしながら本発明の好適な実施の形態を詳細に説明する。
【実施例】
【００１２】
＜１＞前提条件
　本願発明は、道路橋の継手の構造に関するものである。
　道路橋のコンクリート床版１は図１に示すように橋脚Ａの上に配置した鋼材の桁Ｂの上
に設置してある。
　そして隣接するコンクリート床版１との継手部分は、コンクリート床版１の伸縮を吸収
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できるだけの隙間を介在して位置している。
　本発明は、このコンクリート床版１の端面である継手部分の改良に関するものである。
【００１３】
＜２＞鉛直曲面
　本発明のコンクリート床版１では、その道路の中心軸方向と直交する端面である継ぎ目
を、曲線を連続した鉛直曲面２によって構成する。
　そして、実際に道路橋として鋼材の桁Ｂの上に設置する場合には、一方のコンクリート
床版１の鉛直曲面２の凹部を、隣接する他方のコンクリート床版１の鉛直曲面２の凸部に
組み合わせ、隙間を介して対向する状態で設置する。
　あるいは一方のコンクリート床版１の鉛直曲面２を、橋台側の継手の鉛直曲面２の凹凸
に合わせ、隙間を介して対向する状態で設置する。
【００１４】
＜３＞ＦＲＰで構成
　この鉛直曲面２の表面をＦＲＰ板で構成する。
　実際の床版１の構築に際しては、鉛直曲面２を構成するＦＲＰ板を、コンクリート床版
１の妻板としての型枠として配置する。
　そしてＦＲＰ板の裏側に鉄筋を配置し、コンクリートを打設してコンクリート床版１を
形成する。
【００１５】
＜４＞控え板
　ＦＲＰ板の鉛直曲面２の背面には、複数個所に控え板３を突出する。
　この控え板３は床版１のコンクリートの内部に配置されることになる。
　各控え板３には貫通孔３１を開口して、これらの貫通孔３１を貫通させて鉄筋などを配
置する。
　この貫通させた鉄筋は、道路橋の中心軸を横断する方向に配置することになる。
　さらに、ＦＲＰ板の鉛直曲面２の背面や、控え板３の表面には砂などの粒子を接着剤で
塗布すると、コンクリート床版１とコンクリートとの付着を大きくすることもできる。
【００１６】
＜５＞係合溝
　ＦＲＰ製の鉛直曲面２には、水平方向に係合溝４を連続して形成する。
　ＦＲＰ製の鉛直曲面２が連続した曲面を形成しているから、係合溝４もまた連続した曲
線を形成することになる。
　この係合溝４の溝底４１と縁板は、鉛直曲面２から外側に向けて突出して状態で位置し
ている。
　実際の道路橋においてコンクリート床版１を鋼桁Ｂの上に配置する場合には、一方のコ
ンクリート床版１の鉛直曲面２の係合溝４と、隣接する他方のコンクリート床版１の鉛直
曲面２の係合溝４は対向する位置に配置されることになる。
【００１７】
＜６＞止水帯
　止水帯５は、ゴムなどの柔軟性、耐久性のある材料の薄い膜によって構成した断面Ｖ字
状の長い部材である。
　そしてその断面の両端には、折り返し縁５１を形成する。
　すなわち断面でみると、中央のＶ字状の両縁に、逆Ｖ字状の折り返し縁５１を形成した
形状を呈する。
　この折り返し縁５１の寸法は、前記した係合溝４の内部に、上から挿入できる厚さ、幅
を備えている。
　そして、実際にコンクリート床版１を鋼桁Ｂの上に配置した場合に、対向する場所に位
置する両側の係合溝４の内部に、断面Ｖ字形の止水帯５の折り返し縁５１を嵌合する。
　この止水帯５の設置は、コンクリート床版１の配置後に行うから、狭い隙間からの作業
になる。
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　しかし本発明の係合溝４は上向きの空間であり、止水帯５の折り返し縁５１は下向きの
単片であるから、何らかの治具を使用して上から押込めるだけで、両者をパチッと嵌合す
ることができる。
【００１８】
＜７＞止水帯の撤去と再設置
　図４に示すように、道路橋Ｉと、道路橋ＩＩのコンクリート床版１の継手部Ｃには隙間
が存在する。
　そのために、この隙間から砂や塵埃が挿入し、それらがタイヤで押込められるので止水
帯５は破損しやすい。
　破損したら撤去して再設置をする必要があるが、その場合に、道路橋の交通の支障にな
る時間を短くするために、破損した止水帯５の撤去と、再設置の作業は簡単で短時間に完
了する作業であることが要求される。
　その点で本発明の止水帯５の設置構造は、前記したように係合溝４は上向きの空間であ
り、止水帯５の折り返し縁５１は下向きの単片であるから、何らかの治具を使用して上か
ら引き揚げるだけで容易に止水帯５を係合溝４から引き出すことができる。
　再設置の際には、引き出して撤去した後に、何らかの治具を使用して上から押込めるだ
けで、再度、両者をパチッと嵌合することができる。
【００１９】
＜８＞均一な摩耗（図５）
　上記したように本願発明の継手では、その端面はＦＲＰ製の鉛直曲面２で構成してある
。
　そのために、従来の鋼材と比較して、タイヤの通過による摩擦に対する抵抗が大きくな
い。
　そのために、図５に示すように、ＦＲＰ製の端面の鉛直曲面２はコンクリート１の摩耗
と同時に摩耗してゆく。
　したがって従来の鋼板製の継手構造のように、端面の板だけが地上部分へ突出すること
がない。
　その結果、端面とコンクリートとの一体化が長く維持され、両者間に隙間が生じたり、
その隙間に雨水や塩水が浸入することがない。
【符号の説明】
【００２０】
　１：床版コンクリート
　２：鉛直曲面
　３：控え板
　４：係合溝
　５：止水帯
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